
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

本

庁

地

方

機

関

学

校

以

外

の

教

育

機

関

事
務
局
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
訓
令
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長

平

川

理

恵

事
務
局
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
訓
令
施
行
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

事
務
局
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
訓
令
施
行
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
広

島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
出
勤
簿
等
の
様
式
） 

第
二
条 

（
略
） 

書

類

様
式 

（
略
） 

（
略
） 

七 

休
暇
簿
（
子
育
て
支
援
部
分

休
暇
用
）
（
勤
務
時
間
訓
令
第

八
条
第
一
項
） 

（
略
） 

八 

休
暇
簿
（
出
生
支
援
休
暇
用

）
（
勤
務
時
間
訓
令
第
八
条
の

二
第
一
項
） 

様
式
第
四

号
の
二 

九 

職
務
専
念
義
務
免
除
承
認
簿 

（
勤
務
時
間
訓
令
第
九
条
第
二 

項
） 

（
略
） 

（
出
勤
簿
等
の
様
式
） 

第
二
条 

（
略
） 

書

類

様
式 

（
略
） 

（
略
） 

七 

休
暇
簿
（
子
育
て
支
援
部
分

休
暇
用
）
（
勤
務
時
間
訓
令
第

八
条
第
一
項
） 

（
略
） 

八 

職
務
専
念
義
務
免
除
承
認
簿 

（
勤
務
時
間
訓
令
第
九
条
第
二 

項
） 

（
略
） 



 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前 

様式第１号（第２条関係） 

その１ 

出 勤 簿 

                          令和 年１～６月 

（略） 

 

 １ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 

（略） 

（略） 

子育て支
援部分休
暇 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

出生支援
休暇 

 時間
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

（略） 

 

 
 
 

様式第１号（第２条関係） 

その１ 

出 勤 簿 

                          令和 年１～６月 

（略） 

 

 １ 月 ２ 月 ３ 月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 

（略） 

（略） 

子育て支
援部分休
暇 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

       

（略） 

 

 



 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前 

その２ 

出 勤 簿 

                                                     令和 年７～12月 

（略） 

 

 
１～６
月 計 

７ 月 ８ 月 ９ 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 年 計 

（略） 

子育

て支
援部
分休

暇 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

出生
支援

休暇 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

 時間 
分 

（略） 

 

 
 

その２ 

出 勤 簿 

                          令和 年７～12月 

（略） 

 

 
１～６
月 計 

７ 月 ８ 月 ９ 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 年 計 

（略） 

子育

て支
援部
分休

暇 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

 時間 

分 

         

（略） 

 

 



 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前 

様式第２号（第２条関係） 

休    暇    簿  

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

 備考 （略） 

様式第２号（第２条関係） 

休    暇    簿 

（略） 

（略） 

氏       名 

         ㊞ 

（略） 

 備考 （略） 



 

 

 

 

改 正 後 改 正 前 

様式第３号（第２条関係） 

休    暇    簿  

（第１号介護休暇用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

  

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

備考 （略） 

様式第３号（第２条関係） 

休    暇    簿 

（第１号介護休暇用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

         ㊞ 

（略） 

 

（略） 

（略） 

氏       名 

                     ㊞ 

（略） 

備考 （略） 



 

 

 

改 正 後 改 正 前 

様式第３号の２（第２条関係） 

休    暇    簿  

（第２号介護休暇用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

  

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

 
（略） 

備考 （略） 

様式第３号の２（第２条関係） 

休    暇    簿 

（第２号介護休暇用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

         ㊞ 

（略） 

  

（略） 

（略） 

氏       名 

          ㊞ 

（略） 

 

（略） 

備考 （略） 



 

改 正 後 改 正 前 

様式第３号の３（第２条関係） 

休    暇    簿  

（介護時間用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

  
（略） 

 
備考 （略） 

様式第３号の３（第２条関係） 

休    暇    簿 

（介護時間用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

         ㊞ 

（略） 

 

（略） 

 

備考 （略） 



 
別
記
様
式
第
三
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第３号の４（第２条関係） 

（表面） 

休 暇 簿 

（介護支援部分休暇用） 

 

備考  

１ 地方機関及び学校以外の教育機関にあつては、決裁欄は適宜区分するものとする。 

２ 事由を確認することのできる証明書類（診断書など）を添付すること。 

決 

裁 

      
出 勤 簿

整 理 印 
取 得 

       

請求の

期間等 

期      間 月日数 職   名 氏        名 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

月 日   

要介護

者に関

する事

項 

氏 名  

要介護者の状態及

び具体的な介護の

内容 

 
続 柄  

同・別居 □同居  □別居 

介護が必要となつた時期 

     年   月   日 

勤 務 

形 態 

減じる時間 

□ ５日において１日につき３時間 50分（週 19時間 10分減） 

□ ５日において１日につき２時間 50分（週 14時間 10分減） 

 □ ２日において１日につき７時間 45分（週 15時間 30分減） 

□ ２日において１日につき７時間 45分及び 

１日において１日につき３時間 50分（週 19時間 20分減） 

勤務を減じ

る 日 及 び 

時 間 帯 

月（  ：  ～  ：  ）   （  ：  ～  ：  ） 

火（  ：  ～  ：  ）   （  ：  ～  ：  ） 

水（  ：  ～  ：  ）   （  ：  ～  ：  ） 

木（  ：  ～  ：  ）   （  ：  ～  ：  ） 

金（  ：  ～  ：  ）   （  ：  ～  ：  ） 

決 

裁 
      

出 勤 簿

整 理 印 
承 認 取 消 

       

取消の 

期間等 

年  月  日 月日数 職   名 氏        名 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

月 日   

事由 

 

 

 

 



（裏面） 

（一日単位の取消欄） 

月 日 承認を取り消された時間 
所属長 

○印  

勤務時間 

管理員 

○印  

事         由 

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   

 
時 分～ 

時 分 

時 分～ 

時 分 
   



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



 

 

改 正 後 改 正 前 

様式第４号（第２条関係） 

休    暇    簿  

（子育て支援部分休暇用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

  
（略） 

 
備考 （略） 

様式第４号 

休    暇    簿 

（子育て支援部分休暇用） 

（略） 

（略） 

氏       名 

         ㊞ 

（略） 

 

（略） 

 

備考 （略） 



別
記
様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様式第４号の２（第２条関係） 

休 暇 簿 

（出生支援休暇用） 

 

（出生支援休暇を受けたことがある場合は下欄に記入すること。） 

備考  

 １ 地方機関及び学校以外の教育機関にあつては、決裁欄は適宜区分するものとする。 

２ 事由を確認することのできる証明書類（医師の証明書など）を添付すること。

決

 

裁 

      
出 勤 簿 

整 理 印 
□ 新規取得 

□ 延長取得 

□ 再取得        

請求の

期間等 

期      間 年月日数 職   名 氏        名 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

年 月 日    

事由 

 

 

決

 

裁 

      
出 勤 簿 

整 理 印 

承 認 取 消 

       

請求の

期間等 

期      間 月日数 職   名 氏        名 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

 月 日    

事由 

 

 

年 月 日 月日数 年 月 日 月日数 年 月 日 月日数 

自 年 月 日 

至 年 月 日 

月 

日 

自 年 月 日 

至 年 月 日 

月 

日 

自 年 月 日 

至 年 月 日 

月 

日 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。



 

改 正 後 改 正 前 

様式第５号（第２条関係） 

職 務 専 念 義 務 免 除 承 認 簿 

（略） 

（略） 

氏       名 

            

（略） 

 備考 （略） 

様式第５号（第２条関係） 

職 務 専 念 義 務 免 除 承 認 簿 

（略） 

（略） 

氏       名 

         ㊞ 

（略） 

 備考 （略） 



附 

則 
１ 
こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
事
務
局
等
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
訓
令
施
行
規
程
（
以
下

「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
施
行
の
際
現
に
使
用
中
及
び
保
管
中
の
も
の
は
、
改
正
後
の
施
行
規
程
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


